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機械器具 1 手術台及び治療台 
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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 
【形状・構造及び原理等】 

1. 構成 

(1) LG50 および LG55 

 

 
(2) LG20 

 

   
 

記号 名称 

A プッシュバーハンドル 
B 背もたれ 
C サイドレール 
D キャスター 
E 高さ/ティルト調整ペダル 
F ブレーキペダル 
G X 線カセット引き出し口(LG55 のみ) 
H 高さ調整ペダル 
I ティルト調整レバー 

 
2. 原理 

本品は、油圧により、ペダルを踏んでトロリーの高さ、前後傾斜を

調節し、手動にて背もたれを調節する。 

 

【使用目的は効果】 

本品は診療又は処置のために用いる汎用の診療・処置台である。い

くつかの基礎機能（昇降、傾斜等）を備える。診療室又は手術室にお

いて用いる。 

 

【使用方法等】 

1) 本製品が水平の状態でキャスターをロックし、高さおよび各プレート

を調整する。 

2) 患者を移し換える。 

3) ロックを外し、目的の場所に移動する。 

4) 目的の場所に到着後、キャスターをロックする。 

5) 患者に適切な処置を行う。 

 

詳しくは『取扱説明書』の「使用方法」を参照すること。 

 

【使用上の注意】 

1.重要な基本的注意 

1) トロリーを固定する際は必ずブレーキを使用すること。 

2) トロリーに患者を乗せて移動する際は、サイドレールを必ず上げる

こと。 

3) トロリー上で患者の体位変換（横転）、水平移乗を行う場合、マット

レスプラットフォームを作業しやすい高さに調整すること。また、患

者の体重がマットレスプラットフォームへ均等に加わっていない場

合、トロリーはバランスを失いやすいことに注意すること。 

4) トロリーを操作する前に、患者が正しい位置にあることを確認し、体

が挟まったり、バランスを失ったりしないよう注意すること。 

5) サイドレールストッパーを引き込む際は、スライドキャッチ A のみを

使用すること。なお、スライドキャッチ A については『取扱説明書』を

参照すること。[LG55 の使用時] 

6) トロリーを移動する際は、サイドレールを押したり引いたりせず、プッ

シュバーハンドルのみを使用すること。 

7) サイドレールを下げる際、ストッパーやプラットフォームとの間に手

や指を挟まないよう注意すること。 

 

2.その他の注意 

1) 酸素供給チューブが可動部等に絡まったり、あるいは挟まったりし

ないよう注意すること。[酸素チューブの損傷や酸素供給の低下が

発生する恐れがあるため] 

2) 必ず防護服を装着した上で、洗浄及び消毒を行うこと。 

3) その他の注意事項は『取扱説明書』の各章を参照すること。 

 

【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

洗浄及び消毒では、フェノール系溶剤、研磨剤や研磨パッドを使

用しないこと。また、カバーを煮沸消毒したり、オートクレーブ滅菌

しないこと。[表面コーティングを損傷させる恐れがあるため] 

その他の注意事項は『取扱説明書』の各章を参照すること。 

 

2. 使用期間（耐用期間） 

保守点検を実施した場合 10 年（自己認証） 

 

【保守・点検に係る事項】 

本体及び付属品は、年１回のメンテナンスが必要である。定期点検を

弊社または取扱店に依頼すること。 

本体及び付属品類は、『取扱説明書』の「洗浄および消毒」に従って

清浄すること。 

 

 

 

 

 

【禁忌・禁止】 

〈使用方法〉 

1. 合計積載重量が 250 kg を超過して使用しないこと。 

[LG50 および LG55 の使用時] 

2.合計積載重量が 180 kg を超過して使用しないこと。 

  [LG20 の使用時] 
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取扱説明書を必ずご参照下さい。 

1. 使用者による保守点検事項 

『取扱説明書』の「点検・保守やメンテナンス」の毎日及び毎週の

チェック事項に従って点検すること。 

2. 業者による保守点検事項 

『取扱説明書』の「点検・保守やメンテナンス」の毎年のチェック事

項に従って点検すること。 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

アルジョ・ジャパン株式会社 

TEL 03-6435-6401 

 

外国製造業者： 

輸入先国：ポーランド 

製造所：ArjoHuntleigh Polska Sp. zo. o. 


